
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
た
め

に
は
適
格
請
求
書
（
以
下
、

イ
ン
ボ
イ
ス
）
発
行
事
業
者
の
登
録

が
必
要
で
す
。
今
回
は
取
引
先
企
業

が
発
行
事
業
者
の
登
録
を
終
え
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の

「
発
行
事
業
者
公
表
サ
イ
ト
」
の
活

用
法
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

仕
入
取
引
先
の
選
別
を 

行
う
必
要
が
あ
る

　

消
費
税
計
算
に
お
い
て
一
般
課
税

制
度
を
適
用
し
て
い
る
事
業
者
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
後
、
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
で
は
な
い
事
業
者

か
ら
の
仕
入
取
引
に
つ
い
て
、
原
則

と
し
て
仕
入
税
額
控
除
制
度
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
仕
入
税
額
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
と
ど
ん
な
影
響
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
自
社
が
仕
入
先
か
ら
商

品
を
10
万
円
（
消
費
税
１
万
円
）
で

仕
入
れ
、
30
万
円
（
消
費
税
３
万

円
）
で
販
売
し
た
と
し
ま
す
。

　

仕
入
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
で
あ
る
場
合
に
は
、
仕
入
税
額
控

除
が
認
め
ら
れ
る
の
で
自
社
が
納
付

す
る
消
費
税
は
３
万
円－

１
万
円
＝

２
万
円
で
済
み
ま
す
。
一
方
で
イ
ン

ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
で
な
い
事
業
者

か
ら
仕
入
れ
た
場
合
に
は
、
消
費
税

１
万
円
分
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め

ら
れ
な
い
た
め
、
消
費
税
納
付
額
は

３
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
取
引
で
あ
っ

て
も
消
費
税
納
付
額
に
差
が
生
じ
る

た
め
、
制
度
開
始
後
は
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
で
な
い
仕
入
先
と
の
取

引
を
減
ら
す
か
、
取
引
条
件
を
見
直

す
等
の
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
仕

入
先
企
業
側
に
と
っ
て
も
、
取
引
先

か
ら
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
り
、
取

引
が
減
少
し
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
生

じ
る
た
め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
へ
の
登
録
を
検
討
し
て
お
き
た
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

な
お
経
過
措
置
と
し
て
、
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
に
登
録
し
て
い
な

い
事
業
者
か
ら
の
仕
入
に
つ
い
て
は

制
度
開
始
か
ら
３
年
間
は
80
％
、
そ

の
後
の
３
年
間
は
50
％
の
仕
入
税
額

控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
表
サ
イ
ト
に
お
け
る 

検
索
方
法
と
は
？

　

税
務
署
に
お
け
る
審
査
を
経
て
、

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と
し
て
登

録
さ
れ
た
場
合
、
登
録
番
号
や
公
表

情
報
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
「
登
録

通
知
書
」
が
郵
送
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
で
通
知
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
発
行

事
業
者
の
情
報
は
、「
国
税
庁
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
公
表
サ
イ
ト
」

に
お
い
て
公
表
さ
れ
ま
す
。

第３回

税理士法人 SBL 代表社員／税理士
行政書士／ CFP®

八木 正宣

イ

2023年10月制度スタート！

インボイスインボイスのの情報提供情報提供
きっかけトークきっかけトーク

仕
入
取
引
先
企
業
の

登
録
状
況
の
確
認
は

お
済
み
で
す
か
？

2023年10月から開始予定のインボイス制度。本連載ではお客様への情報提
供の際に押さえておくべきポイントをきっかけトークとともに解説します。
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す
（
図
表
）。
入
力
し
た
登
録
番
号

に
対
応
す
る
発
行
事
業
者
の
情
報
が

あ
る
場
合
は
、
次
の
４
つ
の
項
目
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

㋐
発
行
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

㋑
登
録
年
月
日

㋒�

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
㋓�

登
録
や
そ
の
取
消
な
ど
の
履
歴
情

報
「
登
録
番
号
で
ま
と
め
て
入
力
す

る
」
の
欄
を
ク
リ
ッ
ク
す
れ
ば
、
複

数
の
登
録
番
号
を
ま
と
め
て
検
索
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
法
人
の
事
業
者
の
登
録
番

号
は
「
Ｔ
＋
法
人
番
号
」
で
構
成
さ

れ
て
い
る
た
め
登
録
番
号
が
不
明
な

場
合
で
も
、
仕
入
先
企
業
の
法
人
番

号
で
検
索
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
法
人
番
号
は
「
法
人
番

号
公
表
サ
イ
ト
」
で
検
索
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

②
発
行
事
業
者
全
件
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
検
索

　

発
行
事
業
者
番
号
か
ら
一
件
一
件

検
索
を
か
け
る
手
間
を
省
く
た
め
に

　

仕
入
取
引
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
か
ど
う
か
を
調
べ
る
に
は
、

直
接
取
引
先
に
確
認
す
る
か
、
公
表

サ
イ
ト
を
用
い
て
調
べ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
こ
で
は
公
表
サ
イ
ト
を

用
い
た
検
索
方
法
を
２
つ
紹
介
し
ま

す
。

は
、
毎
月
末
の
発
行
事
業
者
デ
ー
タ

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
そ
の
デ
ー
タ

上
で
「
会
社
名
」
等
で
検
索
を
か
け

る
方
法
が
便
利
で
す
。
仕
入
先
企
業

数
が
多
い
場
合
や
個
人
事
業
主
か
ら

の
仕
入
取
引
が
多
い
場
合
は
こ
ち
ら

の
方
法
が
有
効
で
す
。

①
事
業
者
番
号
か
ら
個
別
に
検
索

　

発
行
事
業
者
公
表
サ
イ
ト
で
は

「
Ｔ
」
を
除
く
13
桁
の
発
行
事
業
者

番
号
を
検
索
画
面
に
入
力
し
検
索
す

れ
ば
、
仕
入
先
企
業
が
正
規
に
登
録

さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

取引先に
伝えたい
ポイント

●発行事業者登録サイトの検索ページ

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」をもとに作成

  インボイス制度開始後は、インボイス発行事
業者以外の事業者からの仕入取引については
原則として仕入税額控除が認められないた
め、取引の見直しを行う必要がある

  あらかじめ、仕入取引先がインボイス発行事
業者かどうかを確認するには、直接事業者に
確認するか、公表サイトで検索にかけて調べ
ることで登録状況の確認が可能

このサイトでは、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を
公表しています。

登録番号（"T"を除く13桁の半角数字）を入力して「検索」ボタンを押すと、

検索結果が表示されます。一度に10件まで検索することができます。

検索方法について調べたい場合は、「ご利用方法について」を押してください。

法人番号を検索したい場合はこちら

登録番号を検索する

ご利用方法について

T 1234567890123 0桁

登録番号

登録番号でまとめて検索する ＋

検索 クリア
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